
セーフティネットの目的参考資料１

１

討 議 用
本資料は、討議の参考資料として作成したものです。

利用者資産の保護など

システミックリスクの
防止

破綻等が生じた
場合への対応

分別管理・供託義務など

破綻等が生じた場合への対応

破綻等を回避するための対応

資本規制
（G-SIBs上乗せ分）など

破綻等を回避するための対応

資本規制など

預金の定額保護

投資者保護基金

保険契約者保護機構

金融危機対応措置
（預金保険法第102条）

秩序ある処理
（預金保険法第126条の２）



破綻等

例１）信用創造に係る機能群と
資産運用機能を同時に担う主体

例２）決済専業銀行

資金
供与

決済
資産
運用

破綻等

資金の
分離・保全

資金
供与

決済
資産
運用

決済

機能群を一体として保護
（事業（自体）の保護）

事業譲渡・清算等 決済は完了

※必要に応じ投資者
保護基金による保護

セーフティネットの手法
（破綻等への対応の例）

２

参考資料２ 討 議 用
本資料は、討議の参考資料として作成したものです。


